
さいたま市請負工事検査規則

さいたま市請負工事検査規則（平成１３年さいたま市規則第６７号）の全部を改正

する。

（趣旨）

第１条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市が発注する工事の請負

（以下「工事」という。）の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

⑴ 工事所管部 工事を所管するさいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市

規則第８６号。以下「事務分掌規則」という。）第１条に規定する部並びにこれ

に相当する市長その他の執行機関及び議会の内部組織をいう。

⑵ 工事所管部長 工事所管部の長（市長が別に定める工事所管部にあっては、別

に定める者）をいう。

⑶ 工事所管課 工事を所管する事務分掌規則第１条に規定する課並びにこれに相

当する市長その他の執行機関及び議会の内部組織をいう。

⑷ 工事所管課長 工事所管課の長（市長が別に定める工事所管課にあっては、別

に定める者）をいう。

⑸ 工事検査員 事務分掌規則第１３条第６項の工事検査員をいう。

（検査の種類）

第３条 工事検査員の行う検査の種類は、次のとおりとする。

⑴ 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査

⑵ 中間検査 工事期間の途中において随時行う検査

⑶ 既済部分検査 工事の完成前に既済部分の部分払等をしようとするときに行う

検査

（工事概要の通知）

第４条 工事所管課長は、工事の契約を締結したときは、速やかに工事概要通知書

（様式第１号）により財政局契約管理部工事検査課長（以下「工事検査課長」とい

う。）に当該工事の概要を通知しなければならない。



（検査の手続）

第５条 工事所管課長は、受注者から工事完成通知書の提出又は部分払の申出があっ

たときは、速やかに当該工事を確認の上、工事検査請求書（様式第２号）により工

事検査課長に検査を請求しなければならない。

２ 工事所管課長は、中間検査の必要があると認めたときは、工事検査請求書により

工事検査課長に検査を請求しなければならない。

３ 工事検査課長に工事検査命令書（様式第３号）により検査を命じられた工事検査

員は、第１項又は前項の工事検査請求書が工事検査課長に提出されたときは、速や

かに検査を行うものとする。

４ 前２項の規定にかかわらず、工事検査課長は、中間検査の必要があると認めたと

きは、工事検査命令書により検査を命じた工事検査員に検査を行わせることができ

る。

（検査実施の通知）

第６条 工事検査課長は、工事の検査を実施しようとするときは、あらかじめ工事所

管課長に、その旨を通知するものとする。

（工事手直し）

第７条 工事検査員は、工事の検査により工事について手直しが必要な部分があると

認めるときは、直ちに工事手直し指示書（様式第４号）により工事所管課長に指示

するとともに、工事検査課長に報告しなければならない。ただし、手直しが必要な

部分で工事検査員が軽易な手直しと認めたものについては、この限りではない。

２ 工事手直し指示書の指示事項について手直しが完了した場合において、工事所管

課長は、工事手直し完了報告書（様式第５号）に工事手直し指示書を添付して工事

検査員にその旨を報告しなければならない。

３ 工事検査員は、前項の規定により工事手直し完了報告書を受理したときは、当該

手直し部分の検査を行わなければならない。

（検査結果の報告等の発行）

第８条 工事検査員は、完成検査又は既済部分検査を終了したときは、これらの結果

を工事検査報告書（様式第６号）により工事検査課長に報告しなければならない。

２ 工事検査員は、工事の検査により工事を適正と認めたときは、工事完成検査調書



（様式第７号）又は工事既済部分検査認定調書（様式第８号）を工事所管課長に発

行しなければならない。

３ 工事所管課長は、前項の規定により工事完成検査調書又は工事既済部分検査認定

調書を受理したときは、受注者に通知するものとする。

（検査の特例）

第９条 工事検査課長は、第３条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるとこ

ろにより工事所管部長が指定する職員に検査を行わせることができる。

（その他）

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後のさいたま市請負工事検査規則の規定は、この規則の施行

の日以後に締結された工事の請負の契約について適用し、同日前に締結された工事

の請負の契約については、なお従前の例による。

附 則（平成１９年３月３０日規則第６１号）

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後のさいたま市請負工事検査規則第２条の規定は、この規則

の施行の日以後に締結された工事請負契約に係る工事検査について適用し、同日前

に締結された工事請負契約に係る工事検査については、なお従前の例による。

附 則（平成１９年１１月３０日規則第１３９号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年１２月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月２８日規則第３０号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第２条第３号カの改正規

定は、公布の日から施行する。



附 則（平成２１年３月３０日規則第３３号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年５月２７日規則第７２号抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年６月３０日規則第７７号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。

附 則（平成２１年７月３１日規則第８７号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年８月１日から施行する。

附 則（平成２１年１０月２９日規則第１０６号）

この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。

附 則（平成２２年３月１０日規則第９号抄）

１ この規則は、平成２２年３月２８日から施行する。

附 則（平成２２年３月３１日規則第５０号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２５年１０月２３日規則第６７号抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２７年３月３１日規則第４５号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月２７日規則第１７号）

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後のさいたま市請負工事検査規則の規定は、この規則の施行

の日以後に締結された工事請負契約に係る工事検査について適用し、同日前に締結



された工事請負契約に係る工事検査については、なお従前の例による。

附 則（令和３年９月１６日規則第８１号）

この規則は、令和３年１０月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日規則第３６号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。



様式第1号(第4条関係)

工 事 概 要 通 知 書 

年  月  日 

 工事検査課長     様 

                        課（所・室）長 

 次の工事について請負契約が締結（□変更）されましたので、設計図書等を添付し通知

します。 

工 事 名
□ 補助事業 

□ 市 単 独 

工 事 場 所

請 負 代 金 額                     円 

受 注 者

契 約 日 当 初  変 更

工 期     年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 所 管 課

( 所 ・ 室 ) ・ 係

監 督 職 員

現 場 代 理 人

主 任 ( 監 理 )

技 術 者

工

事

の

概

要

 契約番号  

備考 変更の場合は二段書とし、変更後を上段とする。 



様式第 2号(第 5条関係)

工 事 検 査 請 求 書 

年  月  日 

 工事検査課長     様 

                          課（所・室）長 

    次の工事の

□完  成 

□中  間 

□既済部分 

検査を請求します。

工 事 名

工 事 場 所

請 負 代 金 額                   円 

受 注 者

工 期     年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 所 管 課

( 所 ・ 室 ) ・ 係

監 督 職 員

現 場 代 理 人

完 成 年 月 日          年  月  日 

完 成 通 知 受 理 日          年  月  日 

備

考

  契約番号   



様式第3号(第5条関係)

工 事 検 査 命 令 書 

     年  月  日 

                                              工事検査課長 

 次のとおり命ずる。 

工事検査員名 担当局・部・課(所・室)・係名 



様式第4号(第7条関係) 

工 事 手直し指示書 

年  月  日 

       課（所・室）長 様 

                          工事検査員 

 工事の

□完  成 

□中  間 

□既済部分 

検査の結果、次のとおり手直しを指示します。 

工 事 名

工 事 場 所

請 負 代 金 額                   円 

受 注 者

検 査 実 施 日 年  月  日 手 直 し 期 限 年  月  日 

指 示 事 項 指 示 事 項 

契約番号 



様式第4号別表 

工事手直し指示書(別表) 

指 示 事 項 指 示 事 項 

契約番号



様式第5号(第7条関係) 

工 事 手 直 し 完 了 報 告 書 

年  月  日 

 工事検査員 

                        課（所・室）長 

 指示事項については、  年  月  日に手直しが完了したことを、確認しました

ので報告します。 

                           監督員 

工 事 名

工 事 場 所

請負代金額                   円 

受 注 者

検査実施日 年  月  日 手直し期限 年  月  日 

指 示 事 項 処 理 事 項 

  契約番号   



様式第5号別表 

工事手直し完了報告書(別表) 

指 示 事 項 処 理 事 項 

契約番号



様式第6号(第8条関係) 

工 事 検 査 報 告 書 
年  月  日 

 工事検査課長 

                           工事検査員 

 工事の
□ 完  成 

□ 既済部分 
検査の結果を次のとおり報告します。 

工 事 名

工 事 場 所

請 負 代 金 額                       円 

受 注 者

工 期 年  月  日から   年  月  日まで

工 事 所 管 課

( 所 ・ 室 ) ・ 係

監 督 職 員

検 査 年 月 日          年  月  日 

手 直 し 検 査 年 月 日          年  月  日 

立 会 人

監 督 員

評 定 点 点

総括監督

員評定点 点

工事検査

員評定点 点

評 定 点

合   計 点

検

査

結

果

契約番号



様式第7号(第8条関係) 

工 事 完 成 検 査 調 書 

年  月  日 

       課（所・室）長 様

                         工事検査員         

 次の工事の完成検査を行った結果、契約書及び設計図書のとおり完成したことを確認

しました。 

検 査 年 月 日 年   月   日 

工 事 名

工 事 場 所

受 注 者

工 期
年   月   日から 

年   月   日まで 

請 負 代 金 額                                        円 

監 督 職 員

備 考



様式第8号(第8条関係) 

工 事既済部分検査認定調書 

年  月  日 

       課（所・室）長 様

                         工事検査員          

工事の既済部分検査の結果、次のとおり認定します。 

検 査 年 月 日 年   月   日 

既 済 部 分 率                     ％ 

工 事 名

工 事 場 所

受 注 者

工 期
年   月   日から      

年   月   日まで      

請 負 代 金 額                      円 

既 済 部 分 検 査 回 数 第    回 

認 定 基 準 日 年   月   日現在 

監 督 職 員

備 考


